
子育て 講演 相談 お知らせイベント展覧会募集教育 スポーツ

知って得する暮らしの情報を紹介します。
気になる情報を見つけたら、アクションをおこしましょう。

日時　　　場所　　　料金　　　問い合わせ　　　申し込み問

 市民課（内線 149） 市民課（内線 149）
　  笠間支所 市民窓口センターかさま（内線 72122）　  笠間支所 市民窓口センターかさま（内線 72122）
　  岩間支所 市民窓口センターいわま（内線 73185）　  岩間支所 市民窓口センターいわま（内線 73185）

特設無料人権相談特設無料人権相談

 ３月 18 日（水）午前 10 時～午後３時
問  地域福祉センターともべ（笠間市美原 3-2-11）

 水戸地方法務局（TEL.029-227-9919）

行政書士無料相談会行政書士無料相談会

 ３月 18 日（水）午後１時～４時
問  市役所本所（笠間市中央 3-2-1）

 茨城県行政書士会（TEL.029-305-3731）

くらしの相談くらしの相談

◆休止する日　２月 22 日（日）
◆休止する時間　終日
◆休止する業務　戸籍システムを使用している

証明交付

２月 22 日（日）日曜開庁での戸籍証明書の
交付を休止します

取り扱いできる業務 休止する業務

・住民票の交付 ・戸籍謄本の交付

・印鑑証明の交付 ・戸籍附票の交付

・印鑑の登録 ・身分証明書の交付

・戸籍届書の受領 ・独身証明書の交付

・パスポートの交付 ・戸籍の記載事項証明書の
交付
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２２月の納税等月の納税等

納期限 ： ３月２日（月）納期限 ： ３月２日（月）
●固定資産税（４期）●固定資産税（４期）
●国民健康保険税（８期）●国民健康保険税（８期）
●後期高齢者医療保険料（８期）●後期高齢者医療保険料（８期）
●介護保険料（６期）●介護保険料（６期）

※納期限を過ぎると延滞金が加算されます。早めの納付を
　お願いします。
※納付は、簡単で便利な口座振替を。
※口座振替で納付の方は、預金残高の確認を。

広報かさま 2026 年２月号　情報しっとく日和



11

周年セール間もなく
終了します！

早めのご予約を！！

全　品

10％OFF
全　品

10％OFF
２月末まで２月末まで

 淑徳大学地域創生学部「笠間市枠」の受験希望者を募集します
　市と連携協定を締結している淑徳大学 地域創生学部では、学部の目的である「地域で活躍できる人材
の育成」に向け、今年度も引き続き受験希望者を募集します。
　笠間市枠の受験は、市からの推薦が必要です。希望する方は必要書類を締切までに提出してください。

１．笠間市枠について
　（１）概　　　要	 市からの推薦および大学での選抜を経て入学し、卒業後に笠間市または茨城県の活性化に
	 従事すること。
　（２）募集人員数	 ３名
　（３）条件（出願資格）	 次の３点をすべて満たす者
	 　①市内に居住（一年浪人生まで可）または市内の高等学校に在籍している者　　
	 　②市からの推薦を受ける者
	 　③卒業後に笠間市または茨城県の活性化に向け働く意思がある者
　（４）大学からの特別支援
	 　①受験料の割引（受験料１万円）
	 　②入学金（20万円）の免除
	 　③家賃補助（５万円 /月）　※大学提携学生寮、委託不動産事業者の物件に限る

２．笠間市の推薦審査日程（６次募集）

募 集 区 分 ６次募集

入 試 区 分 ３月

市への提出書類締切 ２月26日（木）

面 接 試 験 ３月上旬

市 推 薦 者 決 定 ３月上旬

大 学 願 書 受 付 ２月19日（木）～３月６日（金）

※推薦枠を満たした場合は募集を中止することがあります。

  企画政策課（内線 556）  企画政策課（内線 556）

審査書類など
詳しくはこちら

情報しっとく日和　広報かさま 2026 年２月号

https://www.city.kasama.lg.jp/page/page014822.html
https://2525kitai.com/
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第 2 日曜日

天狗の郷
バザール

de
いわま

 ３月８日（日）

  　午前９時～午後３時

問  地域交流センターいわま「あたご」 

 根
ね

本
もと

（TEL.090-3009-7883）

友部駅前フリーマーケット
第 4 日曜日

 ３月 22 日（日）午前９時～午後１時

問  地域交流センターともべ「トモア」まちの広場

 柏
かしわ

崎
ざき

（TEL.090-1880-6317）

 犯罪被害者等支援条例を制定しました
　市では、思いもよらず犯罪被害者となってしまった方やその遺族を支援するため、「笠間市犯罪被害者等支援条例」を制
定し、１月１日から施行しました。
　犯罪被害からの回復や負担軽減のため、警察などの関係機関と連携し、支援します。

主な支援の概要
〈日常生活の支援〉
　相談者に対し、内容に応じて市役所で手続きできる制度の案内や情報提供のほか、必要に応じた関係機関への連絡調
整や橋渡しを行います。

〈見舞金の支給〉※令和８年１月１日以降に被害を受けられた方

　犯罪行為により死亡した市民の遺族または重傷病を負った市民で警察に被害届が受理されている方に対して、申請に
基づき見舞金を支給します。

種　　別 支給対象者 支給要件 支給額

遺族見舞金 被害者の遺族（１名） 被害者の死亡 30万円

重傷病見舞金 被害者本人 療養期間が１か月以上
かつ３日以上の入院 10万円

  危機管理課（内線 134）  危機管理課（内線 134）

4545年年
創業101年
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  環境政策課（内線 126）  環境政策課（内線 126）

・・   環境政策課（内線 126）  環境政策課（内線 126）

 犬および猫の不妊去勢手術費の一部を補助します
　市では、犬猫の無秩序な繁殖を抑制する不妊去勢手術を推進するため、飼い犬・飼い猫の不妊去勢手術費用の一部を予算
の範囲内で補助しています。希望する場合は、必ず手術前に環境政策課窓口で申請してください（猫の場合は写真を持参）。
　飼い主として適正な飼養に努めていただき、繁殖を望まない犬猫への不妊去勢手術は飼い主の責務としてご理解をお願い
します。

 飼い主のいない猫への活動について
　飼い主のいない猫によるさまざまな相談がよせられていますが、捕獲や処分など直接対処することができない愛

あい

玩
がん

動物で
あり、猫は繁殖力が強いことから不幸な命が増えやすい動物です。
　市では、飼い主のいない猫に対して、地域の協力のもとで不妊去勢手術を実施し、自然減少・頭数抑制などのほか、トラ
ブルを未然に防ぐ対応を実施しています。
　飼い主のいない猫でお困りの方は、環境政策課までお問い合わせください。

地域猫活動
　市は、「茨城県地域猫活動」に参加し、県や地域住民と連携して地域猫活動を行っています。
　地域猫活動とは、飼い主のいない猫に対し、猫の不妊去勢手術を行い「地域猫」として地域住民
の理解と協力をもとに管理する活動です（餌、トイレの管理など）。
　※今年度の申請期間は終了しています

TNR活動
　市は、さくらねこ無料不妊手術事業に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体などと連携して「TNR」事業を行っ
ています。
　さくらねこ無料不妊手術事業とは、飼い主のいない猫に対し「TNR （Trap/ 捕獲し、Neuter/ 不妊去勢手術を行い、
Return/ 元の場所に戻す、その印 として耳先をさくらの花びらのように V 字カットする）」を実施することで、繁殖を
防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命をまっとうさせる活動です。

※公益財団法人どうぶつ基金とは
　動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及などを行い、環境衛生の向上と
思いやりのある地域社会の建設に寄与することを目的とする団体です。

１）補助額
　・犬の不妊去勢手術費：１頭あたり 2,000 円
　・オス猫の去勢手術費：１匹あたり 3,000 円
　・メス猫の不妊手術費：１匹あたり 4,000 円
　※予算がなくなりしだい終了
２）対　象
　・本市に居住し住民登録されている方が飼養する犬猫
　・狂犬病予防法に基づく登録と予防注射を受けている犬
　・飼い主が明確で、名札などを装着している猫
　・市内の動物病院で当該年度内に手術を実施する犬猫
　・当該年度１世帯あたり犬猫の合計５頭以内
　※市税を滞納している方と営利目的に飼養している方は
　　対象外

３）受付・実績報告の期限
　３月 31 日（火）までに実績報告書を提出
４）受付時間
　平日の午前８時 45 分～午後５時
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

市ホームページ どうぶつ基金
ホームページ

詳しくはこちら
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 在宅医療・介護連携を推進しています
　市では医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、
在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護サービス事業者などの関係者連携を推進しています。
　在宅医療や介護について理解し、必要なサービスを適切に選択できるようにしましょう。

〇 在宅医療とは
　　病気や障がいを抱える人が、病院ではなく住み慣れた場所で療養しながら医療ケアを受けることです。

〇 対象となる方（例）
　・通院が難しい（身体的な理由）
　・がんなどで緩和ケアを希望される方
　・退院後も医療ケアが必要な方　　　　　　　　
　・人生の最終段階を住み慣れた場所ですごしたい方

〇 在宅医療で受けられる主な医療・介護サービス
　在宅医療では医師の指示のもと、それぞれの専門知識をもつ医療職が連携し対象者の自宅等を訪問することで専門
的なサービスを受けられます。また、かかりつけの医師やケアマネジャーと相談し、対象者にあったさまざまな介護
サービスが利用できます。

〇 地域で訪問診療や往診を実施している医療機関の情報

〇 地域住民への普及啓発活動
　・ＡＣＰ：人生会議の普及啓発
　　市作成の「明日へつなぐノート（エンディングノート）」を配布しています。
　・健康座談会（メディカルカフェ）の開催

　「語る」「集う」「学ぶ」をコンセプトに専門職から話を聞き、気軽に相談することで健康への
理解が深められます。

〇 切れ目ない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築
・医療と介護の専門職が地域の高齢者により良い支援を提供するために、解決したい課題を具体化し、目指す姿を設

定し、その対策について検討を重ねています。

計画的・定期的に、患者さんのご自宅などに
医師が訪問・診療

訪問診療
急変の際などに不定期に患者さんのご自宅な
どに医師が訪問・診療

往　診

※市内医療機関へのアンケート調査で回答が得られたうち、情報公開可能な医療機関のみ掲載

病院名 住　所 訪問診療のみ実施 訪問診療に加え状態
悪化時の往診も実施 対応範囲

石本病院 石井 2047 ● かかりつけ患者のみ

神里医院 笠間 1256 ● かかりつけ患者のみ

佐藤医院 笠間 981-8 ● 新規患者・他院からの紹介可

ともべ内科クリニック 東平 3-1-21 ● 新規患者・他院からの紹介可

笠間市立病院 南友部 1966-1 ● 新規患者・他院からの紹介可

  地域包括支援センター　TEL.0296-78-5871  地域包括支援センター　TEL.0296-78-5871

明日へつなぐノート

詳しくはこちら
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